
平成19年 平成20年 平成21年 平成19年 平成20年 平成21年 平成19年 平成20年 平成21年

総 数 22 22 22 103.85 100.00 100.00 100.0 100.0 100.0

食 料 2 1 1 133.33 50.00 100.00 9.1 4.5 4.5

飲 料 1 2 2 100.00 200.00 100.00 4.5 9.1 9.1

繊 維 0 2 2 100.00 0.00 0.00 0.0 9.1 9.1

衣 服 2 0 0 66.67 0.00 0.00 9.1 0.0 0.0

木 材 6 6 6 100.00 100.00 100.00 27.3 27.3 27.3

紙 1 1 1 100.00 100.00 100.00 4.5 4.5 4.5

印 刷 1 0 0 100.00 0.00 0.00 4.5 0.0 0.0

プラスチック 1 1 1 100.00 100.00 100.00 4.5 4.5 4.5

窯 業 2 2 2 150.00 100.00 100.00 9.1 9.1 9.1

金 属 1 1 1 50.00 100.00 100.00 4.5 4.5 4.5

機 械 2 2 2 100.00 100.00 100.00 9.1 9.1 9.1

電 気 1 1 1 100.00 100.00 100.00 4.5 4.5 4.5

電 子 1 2 2 100.00 200.00 100.00 4.5 9.1 9.1

そ の 他 1 1 1 100.00 100.00 100.00 4.5 4.5 4.5

●工業統計調査について

　１．調査の目的
　　　工業統計調査は，工業の実態を明らかにすることを目的とする。
　
　２．調査の根拠
　　　工業統計調査は，統計法（平成１９年法律第５３号）に基づく「基幹統計調査」であり，工業統計
　　　調査規則（昭和２６年通商産業省令第８１号）によって実施される。

　３．調査の期日
　　　各年１２月３１日現在で実施

　４．調査の範囲
　　　工業統計調査の範囲は，日本標準産業分類（平成１９年総務省告示第６１８号）に掲げる大分類Ｅ
　　　－製造業に属する事業所（国に属する事業所を除く）である。

　５．調査の方法
　　　従業者３０人以上の事業所（製造，加工又は修理を行っていない本社又は本店を除く。）は「工業
　　　調査票甲」を，従業者２９人以下の事業所（製造，加工又は修理を行っていない本社又は本店を除
　　　く。）は「工業統計調査乙」を用い，申告者（事業所の管理責任者）の自計申告により調査。
　　　　調査票の配布及び回収は，町長の指揮監督のもと，知事が任命した工業統計調査員が当たる。

資料：工業統計調査

湧水町の工業（製造業）
　1.工業の業種別事業所数の推移（従業者４人以上の事業所）

（各年１２月３１日現在）

業種別
事業所数 対前年比（％） 構成比（％）


